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障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
障
害
者

福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、「
自
立
支
援
給
付
」

と
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す(
左
ペ
ー
ジ
参
照)

。
そ
の

う
ち
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
は
、
市

が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
柔
軟
に
実
施

す
る
事
業
と
し
て
定
め
ら
れ
、
十
月
か

ら
行
わ
れ
ま
す
。
利
用
者
負
担
額
な
ど

に
つ
い
て
は
、
九
月
市
議
会
で
審
議
さ

れ
正
式
に
決
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
今
ま
で
行
っ
て
き
た
、
車
い

す
や
補
聴
器
な
ど
を
交
付
・
修
理
す
る

「
補
装
具
」
の
制
度
や
、
日
常
生
活
上

の
便
宜
を
は
か
る
た
め
の
「
日
常
生
活

用
具
」
の
給
付
制
度
に
つ
い
て
も
見
直

さ
れ
、
十
月
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

●
給
付
品
目
が
変
わ
り
ま
す

こ
れ
ま
で
の
補
装
具
の
制
度
は
、
自

立
支
援
給
付
の
「
補
装
具
」
に
、
日
常

生
活
用
具
の
制
度
は
地
域
生
活
支
援
事

業
の
一
部
に
再
編
さ
れ
、
品
目
を
表
①

の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

●
利
用
者
負
担
は
１
割
負
担
に

利
用
者
負
担
は
補
装
具
、
日
常
生
活

用
具
、
い
ず
れ
も
十
月
か
ら
一
割
負
担

と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯
の
所
得

に
応
じ
て
、
表
②
の
と
お
り
月
額
負
担

上
限
額
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
負

担
は
生
じ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
一
定
所
得
以
上
の
世
帯
に
属

す
る
か
た
は
、
支
給
の
対
象
外
で
す
。

※
九
月
二
十
九
日
(金)
ま
で
の
補
装
具
・

日
常
生
活
用
具
の
申
請
に
つ
い
て

は
、
給
付
品
目
や
利
用
者
負
担
は
こ

れ
ま
で
ど
お
り
で
す
。

障
害
の
あ
る
か
た
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会

の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
障
害

者
自
立
支
援
法
。

十
月
か
ら
は
、
補
装
具
・
日
常
生
活
用
具
の
制
度
の
見

直
し
や
、「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

地域での生活をサポート！　お気軽にご相談ください
（支援センターほくとの相談員のみなさん）

表①補装具と
日常生活用具の品目変更

補装具は、障害のあるかたの手や足
の代わりとなる重要なものです

障
害
者
自
立
支
援
法

10
月
か
ら

地
域
生
活
支
援
事
業
が

始
ま
り
ま
す

補
装
具
・
日
常
生
活

用
具
の
制
度
が
変
更

表②補装具と日常生活用具の
月額負担上限額



◆
相
談
支
援
等
事
業

障
害
の
あ
る
か

た
や
、
家
族
の
か

た
な
ど
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
す
。
直

接
相
談
支
援
事
業

者
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

身
体
障
害
▼

支
援
セ
ン
タ
ー
ほ
く
と

tel(

８
７
３)

７
８
０
４

知
的
障
害
▼
竹
生
寮

tel(

８
３
４)

２
５
７
７

精
神
障
害
▼
ク
ロ
ー
バ
ー

tel(

８
４
６)

５
３
２
８

◆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

支
援
事
業

聴
覚
、
言
語
機
能
、
音
声
機
能
な
ど

の
障
害
の
た
め
、
意
思
の
疎
通
を
は
か

る
こ
と
が
難
し
い
か
た
に
、
無
料
で
手

話
通
訳
者
や
要
約
筆
記
奉
仕
員
を
派
遣

し
、
円
滑
な
意
思
疎
通
を
支
援
し
ま
す
。

◆
移
動
支
援
事
業

障
害
が
あ
り
、
屋
外
で
の
移
動
が
困

難
な
か
た
に
、
社
会
参
加
な
ど
で
外
出

す
る
際
の
移
動
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

利
用
時
間
に
応
じ
て
、
利
用
者
負
担

(

一
割)

が
あ
り
ま
す(

介
護
給
付
に
よ
る

移
動
支
援
が
受
け
ら
れ
る
か
た
は
そ
ち

ら
を
ご
利
用
く
だ
さ
い)

。

◆
日
中
一
時
支
援
事
業

介
護
者
が
不
在
で
も
、
安
心
し
て
活

動
し
た
り
、
介
護
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
支
援
し
ま
す
。
利
用
目
的
に
よ
り
、

二
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
、
利
用
時
間
に

応
じ
て
、
利
用
者
負
担
が
あ
り
ま
す
。

①
短
期
入
所
型

介
護
者
が
病
気
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
で

一
時
的
に
介
護
で
き
な
い
場
合
に
、
施

設
で
介
護
し
ま
す
。
利
用
は
日
中
に
限

ら
れ
ま
す(

宿
泊
を
伴
う
場
合
は
、
介

護
給
付
に
よ
る
短
期
入
所
を
ご
利
用
く

だ
さ
い)

。

②
放
課
後
支
援
型

対
象
の
養
護
学
校(

県
立
秋
田
養
護

学
校
、
県
立
粟
田
養
護
学
校
、
県
立
天

王
み
ど
り
学
園)

に
通
う
児
童
・
生
徒

で
、
放
課
後
や
夏
休
み
な
ど
の
長
期
休

暇
の
間
、
介
護
者
が
就
労
な
ど
で
い
な

い
場
合
に
、
学
校
の
空
き
教
室
な
ど
を

利
用
し
て
預
か
り
ま
す
。

※
「
秋
田
県
児
童
生
徒
放
課
後
生
活
支

援
事
業
」
を
継
続
し
て
行
う
事
業
で

す
。
申
し
込
み
方
法
や
利
用
者
負
担

が
変
わ
り
ま
す
が
、
現
在
利
用
し
て

い
る
か
た
に
は
、
今
後
学
校
を
通
し

て
ご
案
内
し
ま
す
。

市保健所
健康管理課tel(883)1180

障害福祉課tel(866)2093
身体・知的障害のあるかた

精神障害のあるかた

問い合わせ・申し込み

障害者福祉の全体像秋田市の地域生活支援事業

ここが
変わります！
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地
域
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業


